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１．基本的考え方

「都市計画区域マスタープラン」は、長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、

その実現に向けての大きな道筋を明らかにするとともに、当該都市計画区域における

都市計画の基本的な方向性を示すものとして定めるものである。

牟岐都市計画区域マスタープランは平成１６年５月に策定したが、その後、本都市

計画区域では、本格的な人口減少・超高齢社会問題や進行する東京一極集中、切迫す

る南海トラフの地震への備え、さらには、地球環境問題の深刻化など、様々な課題に

直面している。

これら課題に的確に対応するため、県政運営指針である「新未来『創造』とくしま

行動計画」に基づき、各種条例の制定をはじめ、様々な取り組みを行ってきた。

このように、社会経済情勢が大きく変化する中、都市のあり方を見直す大きな転換

期を迎えており、都市計画区域マスタープランの重要度は一層高まっていることから、

バックキャスティングの視点に立ち、都市づくりの理念、土地利用の方針等について、

将来の南部圏域の都市計画区域のあり方を見据えて検討し、見直しを行った。

見直しに当たっては、無秩序な市街地の拡大の恐れがないことから区域区分は定め

ないとしているが、近接する都市との連携を強化し、交流人口の拡大、雇用の確保や

地域経済の活性化の推進、また、大規模地震に備えた防災・減災対策と発災後の迅速

かつ円滑な「都市の再生」を実現するための平時からの「復興まちづくり」を見据え

た取り組み、さらには、「命の道」として広域連携を強化する阿南安芸自動車道の整備

促進、ＩＣＴ活用による多様な働き方の創出、歴史的、文化的な価値を有する町並み

の保全・活用などを主要な都市計画の決定方針に定め、「地方創生の旗手・徳島」とし

て、これらの取り組みを踏まえ、「一歩先の未来」を見据えた新たなまちづくりの考え

方のもと、進化したマスタープランを示すこととした。

時代の変革に柔軟かつ大胆に対応し、徳島の「新未来」を創造するため、本マスタ

ープランは、新しい考え方を取り入れながら、適宜、見直しを行うものとし、豊かな

暮らしを将来世代に引き継ぎ、輝く未来が切り拓けるよう、快適で安全・安心なまち

づくりを推進していくものとする。

●新しい人の流れを生む「サテライトオフィス」の誘致拡大

●空き家・遊休施設を活用した「移住・定住」の促進

●一般国道５５号牟岐バイパスの整備促進

●出羽島「重要伝統的建造物群保存地区」の町並み保存と

空き家の有効活用

●牟岐大島の「千年サンゴ」など豊かな自然環境の保護

➣「安全安心・強靱とくしま」の実現

●震災時死者ゼロを目指す

「命を守るとくしま-0（ゼロ）作戦条例(愛称)」の制定

●｢津波災害警戒区域（イエローゾーン）｣の指定

●県南地域の災害医療拠点となる「県立海部病院」の高台移転

➣「徳島県南部圏域振興計画」

➣「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現

新未来「創造」とくしま行動計画

時代の変革に“柔軟かつ大胆”に対応し、徳島の「新未来」を創造！
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２．都市計画の目標
2-1 基本的事項

1）目標年次

目標年次については、平成２２年を基準年として、都市づくりの理念や将来の都市

構造については、おおむね２０年後の平成４２年の姿を展望し方針を策定する。

なお、区域区分及び都市施設の整備等は策定からおおむね１０年後の平成３７年の

姿として策定する。

2）範囲

牟岐都市計画区域（以下、「本区域」という）は牟岐町の一部を範囲として、その

規模は次のとおりである。

区 域 市町名 範 囲 面積（ha） 備考

（行政区域）

牟岐都市計画区域 牟岐町 行政区域の一部 2,250 ha 5,662 ha

注：平成２８年全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）より都市計画区域の

面積を算定。

2-2 都市づくりの基本理念

1）現状と課題

海部郡のほぼ中央に位置する牟岐町は、古くから漁業基地として、またＪＲ牟岐線のター

ミナル都市として栄えてきた。

地形的には極めて変化に富み、山々を縫って流れる牟岐川や内妻川、さらに海岸線はリ

アス式海岸の変化に加え、海岸線一体は室戸阿南海岸国定公園の指定を受けている。

近年、若年層の流出などにより、人口が減少し過疎化の進行が著しく、また、６５歳以

上の人口が全町民の４割を超えるなど、高齢化が進行している。

また、山並みが海岸近くまで迫り平坦部が少なく、市街地では接道不良住宅や狭隘道路

が多く、車でのアクセスが不便なだけでなく、防災上の課題も抱えている。

特に、四国沿岸部においては、過去に南海トラフを震源とする地震・津波により甚大な被

害を受けている。南海トラフ地震は、１００年～１５０年の間隔の周期で繰り返し発生して

おり、地震調査研究推進本部によると平成２９年１月１日時点において、今後３０年以内に

南海トラフ地震が発生する確率は７０％程度となっている。さらに沿岸部の市街地のほとん

どが津波災害警戒区域（イエローゾーン）に含まれており、避難困難地域が存在している。

加えて、温室効果ガスの排出等による地球温暖化の影響により台風や集中豪雨、浸水や土

砂災害の被害等のリスクが高まることが危惧されている。

このようなことから、人口減少や超高齢社会に対応した住みやすい都市として、都市基盤

の質の向上を図るとともに、大規模自然災害からすべての人命を守るという視点や災害発生

直後からの救援、医療活動の迅速化及び必要不可欠な行政機能等の確保、災害発生後であっ

ても地域社会・経済が迅速に再建・回復できるといった視点からの都市づくりが課題となっ

ている。
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2）都市づくりの理念

徳島県では、地域に暮らすみんなが住みやすいまちづくりの展開や地域の防災性の向上等

に留意した都市づくりを目指している。

また、「牟岐町総合計画」では、「自然と共生し、健やかで活力ある、夢と緑と黒潮のまち」

を目指し、町民と行政の協働により、本町の特性・資源を最大限に活かした活力と賑わいを

生み出すまちづくりを進め、子どもから高齢者まですべての町民が心身ともに健やかに支え

合いながら充実した生活を送ることができ、真の豊かさを実感できる元気な「徳島県南部に

輝くスローライフ拠点・牟岐町」を創り上げていくこととしている。さらに、四国沿岸部に

おいては南海トラフ地震の発生が懸念されるなど、地震や津波対策など総合的な防災対策の

充実も求められている。

そこで、本区域では、「快適な暮らしのできる安全な住環境の形成と、恵まれた自然環境

のもと、人々が交流する夢あふれるまちづくり」を将来像とし、まちづくりの理念を次の

とおり定める。

・すべての人が暮らしやすい、安全で安心なまちづくり

・地域の魅力ある資源を活かし、交流が広がるまちづくり

・美しく豊かな自然環境を保全・活用し、自然と調和したまちづくり

３．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める方針
3-1 区域区分の有無

本区域では、区域区分を定めない。

なお、区域区分を定めないとした根拠は次のとおりである。

・過疎や少子高齢化が進み、今後も人口は減少傾向で推移することが予測される。

・工業出荷額及び商品販売額は減少傾向にあり、開発圧力及び農地転用も低調であるため、

無秩序に市街地が拡大する恐れはないと考えられる。

４．主要な都市計画の決定の方針
4-1 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

1）土地利用の基本方針

東日本大震災や熊本地震などの教訓を踏まえ、切迫する南海トラフの地震など、あ

らゆる大規模自然災害から「すべての人命を守る」という視点や、発災後の迅速かつ

円滑な都市の再生という視点から、地域の地形・地質などの自然条件、土地利用の現

状、さらには地域住民の意向も十分に踏まえ、それぞれの地域特性に応じた土地利用

の方針を定めるものとする。

2）主要用途の配置の方針

本区域の市街地は、住宅を中心として形成されており、町役場や商業施設との近接性を生

かした、コンパクトで快適な居住環境の形成を図るものとする。

また、ＪＲ牟岐駅周辺や一般国道５５号沿道などの商業施設が立地する区域は、商業と

住宅が調和した、にぎわいのあるまちづくりを目指す。
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3）土地利用の方針

ａ）地域固有の資源の活用に関する方針

海の総合文化センターや、少年自然の家、モデル木造施設モラスコむぎなどの交流施

設が存在するほか、出羽島や内妻海岸など豊かな自然資源が存在する。

これら特色ある施設や資源を活かしていくため、周辺環境の整備や機能の充実等、地

域資源を活用した個性豊かなまちづくりに向けた土地利用を図る。

また、全国屈指の光ブロードバンド環境によりＩＣＴを活用した多様な働き方の創出、

空き家や遊休施設を活用したサテライトオフィスの企業誘致、新たな産業の創出に努め

る。

ｂ）居住環境の改善又は維持に関する方針

灘字宮田地区に代表される地震時等に著しく危険な密集市街地については、狭隘道路

の改善、災害時の避難路やオープンスペースの確保を図る。

また、空き家や空き地については、実情を踏まえ、除却や利活用を進める。

さらに、老朽化した公営住宅などの建て替え等により、定住環境の向上を図る。

ｃ）都市防災に関する方針

南海トラフの地震等により、津波災害が発生する恐れのある区域については、

ハザードマップによる災害リスクの周知や海抜表示シートの設置により災害エリ

アを明確化し、住民の防災意識の向上を図る。加えて、避難路や津波避難タワー

等の避難施設の確保に努めるほか、主要な避難路の沿道建物の耐震化等の促進に

努める。

また、公共施設の耐震化・長寿命化はもとより、大規模地震発災後の早期の復旧

・復興に向け、県立海部病院を核とする新たな防災・医療拠点づくりのための周

辺整備を進め、移転後の跡地利用については、津波浸水想定区域内にあるという災害リ

スクを配慮しつつ、地域の意向を踏まえた活用に努める。

さらには、迅速かつ円滑な都市の再生を実現するため、平時から、復興まちづくりの

整備手法の検討や住民の意向把握、合意形成に努めるとともに、復興まちづくり計画を

見据え、地籍調査の推進や復興阻害要因となる所有者不明地の解消に努める。

ｄ）優良な自然環境との共生に関する方針

日本で唯一となる出羽島大池のシラタマモ自生地やオーシャンビューとして日本風

景街道にも登録された、南阿波サンライン・風景街道など全国に誇る自然や景観

を保全・活用し、豊かな自然環境と共生するまちづくりを進める。

4-2 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

1）交通施設の都市計画の決定の方針

ａ）基本方針

○交通体系の整備の方針

本区域では、主要幹線道路として一般国道５５号が通過し、またＪＲ牟岐線も並走す

るなど、広域的な交通体系として一定の整備が進んでいるが、ＪＲなど公共交通の利用者

数は減少傾向にあり、公共交通の維持確保が困難になることが懸念されている。

また、津波回避バイパスとなる一般国道５５号牟岐バイパスの整備が進んでいるが、
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地域高規格道路である阿南安芸自動車道については、日和佐道路以南が事業化されておら

ず、市街地の道路は、歩道等が未整備であったり、狭隘道路も多いなど、防災上の課題も

抱えている。

このようなことから、津波回避バイパスとなる一般国道５５号牟岐バイパス及び

「命の道」として広域連携を強化する阿南安芸自動車道の整備促進及びこれら

の主要な幹線道路と連携する補助幹線道路や地区内道路の機能向上を図る。

また、ＪＲやバスなどの公共交通の利用促進に努め、その維持・存続を図るほか、地

域に根ざした公共交通ネットワークの形成に努める。

○整備水準の目標

交通体系の整備の方針に基づき、土地利用と整合した道路整備を計画的、効率的に進

める。

ｂ）主要な施設の配置の方針

・主要幹線道路

近接する都市との安全で広域的な連携を強化する一般国道５５号の適切な機能維持

・強化を図るとともに一般国道５５号牟岐バイパスや阿南安芸自動車道の整備を促進

する。

・補助幹線道路及び地区内道路

子供や高齢者、障がい者に配慮するなど、バリアフリー、さらにはユニバーサルデ

ザインの考え方を踏まえ、駅、役場、病院等への安全で快適な交通ネットワークづく

りに努める。

ｃ）主要な施設の整備目標

優先的におおむね１０年以内に実施することを予定する主要な施設は次のとお

りとする。

・一般国道５５号牟岐バイパス

・阿南安芸自動車道

・（一）日和佐牟岐線

2）下水道及び河川の都市計画の決定の方針

ａ）基本方針

○下水道及び河川の整備方針

・下水道

公共用水域の水質保全、自然環境保全の観点から、合併処理浄化槽の設置を推進す

る。

・河川

既存施設の適正な機能維持に加え、気候変動等に伴う水害の頻発・激甚化に

対応するため、河川の治水安全度を向上させるとともに、南海トラフ地震に備

えた地震・津波対策に取り組むことにより県土の強靱化を図る。また、防災上

支障のない限り、現況の豊かな自然環境に配慮し、自然と調和した良好な水辺

空間の整備と保全に努める。

○整備水準の目標

・下水道

「とくしま生活排水処理構想２０１７」で位置づけられた合併処理浄化槽の整備を

推進する。
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・河川

台風等の大雨時の増水により洪水の発生が危惧される河川や、堤防等の老朽化が進

行する河川は、関係機関の連携により河川改修など機能維持に取り組むとともに避

難時間の確保などの地震・津波対策を計画的に進める。

ｂ）主要な施設の配置の方針

・下水道

都市下水路が一部整備されており、適切な維持管理に努めるとともに、未整

備区間については、住民ニーズを踏まえながら必要に応じて見直しを行う。

・河川

既存施設の維持管理に努めるとともに、洪水を安全に流下させるため築堤や

河道掘削等の河川整備や、地震・津波対策として河川堤防の嵩上げや液状化対

策などを実施する。また、砂防事業などの事業進捗を図る。

・海岸

本区域の海岸においては、地震・津波及び高潮等に対する防災・減災対策と

して、既存の海岸保全施設の改修などを推進する。

ｃ）主要な施設の整備目標

優先的におおむね１０年以内に実施することを予定する主要な事業は次のとお

りとする。

・河川

・牟岐川

・海岸

・牟岐漁港海岸

4-3 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針

1）市街地開発の方針

狭隘道路の改善やオープンスペースの確保の必要がある住宅密集地においては、地区計画

等、地域の状況に応じた事業や制度の活用により、居住環境の整備改善を図る。

4-4 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

1）基本方針

本区域は、都市計画公園として内妻公園と大牟岐田児童公園の２カ所が整備されている。

公園は、憩いの場としてだけではなく、災害時の避難場所や延焼遮断など、防災上も重

要な役割を果たすことが期待できることから、計画的な整備充実を図る。

また、市街地の周辺に形成されている緑豊かな森林や農地、国定公園に指定されている

海岸線などの優良な自然環境の保全、活用に努める。

2）主要な緑地の配置の方針

ａ）環境保全系統

牟岐川や内妻川などの河川環境や景勝地を形成する海岸線、市街地周辺に広がる農地

や森林などの自然環境の保全を図るほか、市街地内の社寺等の緑地の保全を図る。
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ｂ）レクリエーション系統

内妻公園については、町民のレクリエーション拠点として、スポーツ施設等の設備の

充実を図るとともに、自然環境を体験できる広域型の交流拠点としての整備を図る。

市街地での遊休地等を活用したポケットパーク等の身近な公園の整備を図るととも

に、街区公園の整備に努める。

ｃ）防災系統

山林や河川等については、適切な保全、管理により地滑りや洪水等の災害防止に努め、

建物等が密集する市街地や集落地においては、普段は町民の憩いの場として、地震・津波

等、自然災害の発生時には防災機能を有する公園や緑地の整備を推進する。

ｄ）景観構成系統

国定公園を形成する海岸やその周辺部の一体的な景観保全に努めるほか、良好な景観

を形成する市街地周辺部の農地や森林の適切な保全を図る。

また、ゆとりとうるおいのある町並みの形成を図るため、住民による民有地内緑化等

の推進を図る。

さらに、出羽島「重要伝統的建造物群保存地区」においては、地域のコミュニティの

活性化と町並みの保全による良好な景観の形成を進める。
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